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規
程
436
の
３
）。

そ
し
て
、
今
回
の
改
訂
に
よ
っ
て
Ｃ
Ｇ

報
告
書
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き

は
、
後
述
す
る
プ
ラ
イ
ム
市
場
の
上
場
会

社
の
み
を
対
象
と
す
る
原
則
に
係
る
も

の
を
除
き
、
準
備
が
で
き
次
第
速
や
か

に
、
遅
く
と
も
２
０
２
１
年
12
月
末
日
ま

で
に
変
更
後
の
同
報
告
書
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
る（
東
証
の
有
価
証
券
上
場
規
程

２
０
２
１
年
６
月
11
日
改
正
付
則（
以
下
、

「
改
正
付
則
」と
い
う
）３
項（
同
日
付
け
東

証
上
場
24
号
））。

他
方
で
、
上
場
会
社
は
、
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド

の
改
訂
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
、
Ｃ
Ｇ
コ
ー

ド
に
関
す
る
事
項（
そ
の
各
原
則
を
実
施

し
な
い
理
由
を
含
む
）に
つ
い
て
記
載
し
た

Ｃ
Ｇ
報
告
書
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
当
該
変
更
が
生
じ
た
後
最
初
に

到
来
す
る
定
時
株
主
総
会
の
日
以
後
遅
滞

な
く
更
新
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る（
東

証
の
有
価
証
券
上
場
規
程
419
①
②
、
有
価

証
券
上
場
規
程
施
行
規
則
415
②
、
①
⑵
）。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
２
０
２
１
年
中

に
開
催
さ
れ
る
定
時
株
主
総
会
の
終
了

後
、
い
っ
た
ん
改
訂
前
の
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
に

沿
っ
た
内
容
で
Ｃ
Ｇ
報
告
書
を
更
新
し
、

そ
の
後
、２
０
２
１
年
12
月
末
日
ま
で
に
、

改
訂
後
の
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
を
踏
ま
え
て
あ
ら

た
め
て
更
新
す
る
こ
と
で
よ
い
こ
と
と
な

る
⑵
。

た
と
え
ば
、
６
月
総
会
の
上
場
会
社
の

場
合
、
２
０
２
１
年
６
月
開
催
の
定
時
株

主
総
会
の
終
了
後
は
、
改
訂
前
の
Ｃ
Ｇ

コ
ー
ド
に
沿
っ
た
内
容
で
Ｃ
Ｇ
報
告
書
を

更
新
し
、
そ
の
後
、
２
０
２
１
年
12
月
末

日
ま
で
に
、
改
訂
後
の
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
内

容
に
沿
っ
て
あ
ら
た
め
て
更
新
す
る
こ
と

で
足
り
る
。
他
方
で
、
12
月
総
会
の
上
場

会
社
の
場
合
、
２
０
２
１
年
12
月
開
催
の

定
時
株
主
総
会
の
終
了
後
、
２
０
２
１
年

12
月
末
日
ま
で
に
、
あ
え
て
２
回
に
分
け

て
Ｃ
Ｇ
報
告
書
を
更
新
す
る
こ
と
は
想
定

し
が
た
く
、実
際
上
、改
訂
後
の
Ｃ
Ｇ
コ
ー

ド
の
内
容
に
沿
っ
て
、
１
回
更
新
す
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
対
し
、
改
訂
後
の
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド

で
は
、
２
０
２
２
年
４
月
４
日
に
予
定
さ

れ
て
い
る
東
証
の
市
場
区
分
の
見
直
し
後

の
新
市
場
区
分
で
あ
る「
プ
ラ
イ
ム
市
場
」

の
上
場
会
社
の
み
を
名
宛
人
と
す
る
原
則

が
新
た
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

改
訂
後
の
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
に
規
定
さ
れ
た
内

容
の
う
ち
、
プ
ラ
イ
ム
市
場
の
上
場
会
社

の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
は
、
２
０
２
２

年
4
月
4
日
か
ら
適
用
さ
れ
る（
改
正
付

則
２
項
）。
そ
の
た
め
、
プ
ラ
イ
ム
市
場

の
上
場
会
社
の
み
を
対
象
と
す
る
原
則
に

関
し
て
は
、
２
０
２
２
年
4
月
4
日
以
降

に
開
催
さ
れ
る
定
時
株
主
総
会
の
終
了
後

遅
滞
な
く
提
出
さ
れ
る
Ｃ
Ｇ
報
告
書
か
ら

記
載
す
れ
ば
足
り
る
⑶
。
し
た
が
っ
て
、

4
月
総
会
の
プ
ラ
イ
ム
市
場
の
上
場
会
社

か
ら
順
次
、
当
該
原
則
に
対
応
し
た
Ｃ
Ｇ

報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
る
。

以
上
が
東
証
の
定
め
る
対
応
の
期
限
で

あ
る
が
、
各
上
場
会
社
が
、
任
意
に
、
プ

ラ
イ
ム
市
場
の
上
場
会
社
の
み
を
対
象
と

す
る
原
則
へ
の
対
応
を
含
め
、
こ
れ
ら
の

期
限
よ
り
も
早
く
、
今
回
の
改
訂
に
対
応

し
た
Ｃ
Ｇ
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。

⑵　

東
証「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改
訂

に
伴
う
実
務
対
応（
２
０
２
１
年
４
月
作
成
、５
月
更
新
）」

10
頁
。

⑶　

前
掲
注
２
・
10
頁
。

3
分
の
１
以
上
を
確
保
す
る
方
法
は

独
立
社
外
取
締
役
の

機
能
強
化
の
ポ
イ
ン
ト

第２章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
プ
ラ
イ
ム
市
場
の
上
場
会
社
は
、少
な

く
と
も
３
分
の
１
以
上
の
独
立
社
外
取

締
役
の
選
任
が
求
め
ら
れ
る
。

●
そ
の
た
め
、監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

に
移
行
す
る
上
場
会
社
が
少
な
く
な
い

と
み
ら
れ
る
。

●
プ
ラ
イ
ム
市
場
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、

上
場
会
社
は
、独
立
社
外
取
締
役
の
少

な
く
と
も
１
名
は
、他
社
で
の
経
営
経

験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。


